
文教厚生常任委員会次第   
令和３年４月２０日（火）午後１時 

於   大 会 議 室  
１ 開 会  
２ 議 事（こども局、福祉局関係）  ⑴ 付託された議案の審査 

議案（１件） 
議案第４８号 令和３年度明石市一般会計補正予算（第１号） 

……………… 長田 子育て支援部長兼子育て支援室長 
※ 資料参照 ……………………………………… 上坂 児童福祉課長 
※ 資料参照 ……………………………………… 中谷 障害福祉課長 
※ 資料参照 …………………………………… 東瀨戸 調整担当課長   ⑵ その他  

３ 閉 会  
以 上 



　　　　　　　　　　　議案第４８号関連資料

　　　　　　　　　 令和３年度４月補正予算(案)の概要について

１　一　般　会　計

（１）　補  正  額　　666,614千円 （補正後　120,179,389千円）　

（２）　補 正 内 容　　 　　   　　　　　　　※補正額の単位は千円、一般財源は財政基金を活用

補正額
(財源内訳)

所管

602,000
(全額国庫)

52,994
(県    37,344)
(一般　15,650)

11,620
(国     2,666)
(一般 　8,954)

③ 障害福祉サービス等支援事業費

    (1) 家族等が感染し、自宅に取り残される障害者等の対応に係る事業所への協力金
         　　　　　　　　　　　　　　　　　         　             7,620千円
        (市単独事業)
        ・在宅におけるヘルパー支援　居宅介護事業所
　　　　・ショートステイの受入　短期入所事業所
　　　　・ショートステイの受入応援支援　通所事業所
    (2) サービス利用を継続した事業所への助成 　　               　 4,000千円
　　　  (国 補助率：2/3)
    　　　居宅訪問に必要な交通費・車リース料、職員確保に必要な賃金等

障害福祉課

② 介護サービス等支援事業費

    (1) 家族等が感染し、自宅に取り残される高齢者等の対応に係る事業所への協力金
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,650千円
　　　 (市単独事業)
        ・訪問介護等を実施する事業所
　　　　・ショートステイを実施する事業所
    (2) 感染した在宅高齢者へのサービス提供に係る事業所への協力金 　22,344千円
　　　　(県 補助率：10/10)
　　　　・入院するまでの自宅療養期間中に必要なサービスを提供した事業所への協力
金
　　　　　　訪問介護事業所・居宅介護支援事業所・訪問看護事業所
    (3) サービス利用を継続した事業所への助成                       15,000千円
　　　　(県 補助率：10/10)
　　　　・緊急時の介護人材確保に係る費用
　　　　　　緊急雇用に係る費用、割増賃金、手当等
　　　　・職場環境の復旧・環境整備に係る費用
　　　　　　施設の消毒費用、感染性廃棄物の処理費用、衛生用品の購入費用等

高齢者総合支
援室

① 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 （国 補助率：10/10）

　　(1) 給付額　児童一人あたり5万円
　　(2) 対象児童数
  　　  Ⅰ 児童扶養手当受給者等への給付　　　　　　　　　　　  　 240,000千円
　　　　 ・児童扶養手当受給者　　　　　　　　　　3,700人
　　　　 ・公的年金等を受給していることにより
　　　　 　児童扶養手当の支給を受けていない者　　　300人
　　　　 ・家計が急変し、収入が児童扶養手当
　　　　　 受給者と同水準となっている者　　　　　　800人
　　　　Ⅱ 住民税非課税の子育て世帯への給付　　　　　　　　　　   350,000千円
　　　　 ・Ⅰ以外の住民税非課税の子育て世帯　 　 7,000人
　　(3) 事務費
　　　　システム改修費、口座振替手数料、郵送料等　　　　　 　　 　 12,000千円

児童福祉課

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 資 料

　今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対応経費として、低所得の子育て世帯に対する給付金給付事
業費及び介護・障害福祉サービス支援経費の追加を行おうとするものです。

項　　　　　　　　　目

2021 年 ( 令 和 3 年 )4 月 20 日

総 務 局 財 務 室 財 務 担 当



 

 

 

議案第４８号関連資料 

子育て世帯生活支援特別給付金給付事業について  
１ 目的・趣旨 
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、

その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給す

るものです。 

 

２ 事業の概要 
 

項 目 内 容 

給付金の名称 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

区 分 ⑴ 児童扶養手当受給者等 ⑵ 住民税非課税の子育て世帯 

対 象 者 

① 令和３年４月分の児童扶養手当

の支給を受けている者 

② 公的年金等を受給していること

により、令和３年４月分の児童扶

養手当の支給を受けていない者 

③ 新型コロナウイルス感染症の影

響を受けて家計が急変するなど、

収入が児童扶養手当受給者と同水

準となっている者 

左記以外の住民税非課税の子育て

世帯 
 

制度の詳細は未定 

（国が制度設計中） 

給 付 額 児童一人当たり５万円 

対象件数 

（見込） 

 
（世帯数）  （対象児童数） 

① ２，３００世帯 ３，７００人  
②   ２００世帯   ３００人  
③   ５００世帯   ８００人 

計 ３，０００世帯 ４，８００人 

（世帯数）  （対象児童数） 

４，０００世帯 ７，０００人 

予 算 
給付金 ２４０，０００千円 

事務費   ３，０００千円 

給付金 ３５０，０００千円 

事務費   ９，０００千円 

支給予定日 
令和３年４月２７日（火） 

（②③の対象者は、申請受付後、速やかに支給） 

未 定 

（国の制度が決定次第、速やかに支給） 

財 源 国庫補助金（１０/１０）  
文 教 厚 生 常 任 委 員 会 資 料 

2 0 2 1 年 (令和３年 )４月２０日 

こども局子育て支援室児童福祉課 
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文教厚生常任委員会資料 

2021年（令和３年）４月 20日 

福祉局生活支援室障害福祉課 

 

議案第 48号関連資料 

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービスの継続的な実施の支援について 

 

 

新型コロナウイルス感染症が再拡大する中、障害のある方やその家族が安心して生活す

るためには、障害福祉サービスを継続して提供する事業所を支援する必要があります。 

そこで、感染防止対策を徹底しつつ障害福祉サービスを提供する事業所に対して、以下

のとおり支援を行おうとするものです。 

 

１ 家族が感染し、自宅に取り残される障害者の対応に係る協力金の支給【市独自事業】 

⑴ 概要 

家族が感染し、支援が必要な障害者が自宅に取り残された場合に、居宅介護やショー

トステイの受け入れなど、感染防止対策を徹底しつつ障害者の生活を支えるサービス提

供を行う事業所に対して協力金を支給します。 

⑵ 対象事業所及び支援内容 

対象事業所 支援内容 

居宅介護事業所 支援等が必要な障害者が自宅に取り残された場合、ヘルパーを自

宅へ派遣し、入浴や食事等の家事、健康観察などを行う事業所へ

協力金を支給する。 

協力金：15,000円/日（障害者１人あたり） 

短期入所事業所 支援等が必要な障害者の受入を行った短期入所事業所へ協力金を

支給する。 

受入協力金：終日支援を行った場合 200,000円/人 

夜間支援のみ行った場合 100,000円/人 

通所事業所 障害者がショートステイを利用することとなった際、当該障害者

が通常利用している通所事業所が、短期入所事業所における日中

の見守り支援等を行った場合に協力金を支給する。 

協力金：15,000円/日（障害者１人あたり） 

⑶ 予算額 

7,620千円 

  



2 

 

２ 障害福祉サービス事業所に対するサービス継続支援【国庫補助事業：国 2/3、市 1/3】 

⑴ 概要 

感染者が発生した場合や濃厚接触者に対応した場合等において、感染防止対策を徹底

しつつ必要なサービスを継続して提供する障害福祉サービス事業所に対して、通常の障

害福祉サービスを超えて必要となる費用（かかり増し費用）を助成します。 

⑵ 主な補助対象経費 

・障害福祉サービス事業所のサービス継続に必要な費用（事業所等の消毒、清掃費用、衛

生用品の購入費用等） 

・事業継続に必要な人員確保費用（割増賃金・手当、旅費等） 

・居宅訪問に必要な費用（車両リース料、損害賠償保険加入費用等） 

⑶ 助成額 

国の基準単価による 

（例）施設入所支援：1,013千円 居宅介護：107千円 

⑷ 予算額 

4,000千円（うち 2,666千円は国費） 
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議案第 48 号関連資料 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービスの継続的な実施の支援について 

 

 

新型コロナウイルス感染症が再拡大する中、介護の現場では厳しい状況が続いて

いますが、適切な介護サービスを確保し、高齢者やその家族の生活を支えるため、

介護サービスを継続して提供する事業所に対して、以下の支援を実施するものです。 

 

１ 家族が感染し、自宅に取り残される高齢者の対応に係る協力金の支給【市独自

事業】 

⑴  概要 

家族が感染し、介護が必要な高齢者が自宅に残された場合に、訪問介護やシ

ョートステイの受入れを行うなど、高齢者の生活の維持に協力する事業所に対

して協力金を支給する。  

⑵  対象事業所及び支援内容  

①  訪問介護等を実施する事業所  

協力金：200 千円（要介護者１人当たり）  

②  ショートステイを実施する事業所  

施設使用協力金：10 千円/１日 

受入協力金  ：200 千円（要介護者１人当たり）  

⑶  予算額 

15,650 千円 

 

２ 感染した在宅高齢者へのサービス提供に係る協力金の支給【県補助事業 10/10】 

⑴  概要 

在宅高齢者が新型コロナウイルスに感染した場合、入院するまでの自宅療養

期間中に、介護サービス事業所が当該対象者に必要なサービスを提供した場合

に協力金を支給する。  

⑵  対象事業所及び支援内容  

訪問介護  ：38 千円/日 

居宅介護支援：43 千円/日 

訪問看護  ：52 千円/日 

⑶  予算額 

22,344 千円 

    

 

 

 

 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 資 料 

2021 年（令和３年）４月 20 日 

福 祉 局 高 齢 者 総 合 支 援 室  
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３ 介護サービス事業所に対するサービス継続支援【県補助事業 10/10】 

⑴  概要 

感染者が発生した場合や濃厚接触者に対応した場合において、感染防止対策

を徹底しつつ、必要な介護サービスを継続実施する事業所に対し、通常の介護

サービスを超えて必要となる費用（かかり増し費用）を助成する。 

⑵  主な補助対象経費 

①緊急時の介護人材確保に係る費用  

緊急雇用に係る費用、割増賃金、手当等  

②職場環境の復旧・環境整備に係る費用  

施設の消毒費用、感染性廃棄物の処理費用、衛生用品の購入費用等  

⑶  助成額 

県の基準単価による  

【基準単価例】  

通所介護：537～889 千円 

訪問介護：320 千円 

介護老人福祉施設：38 千円×定員 

⑷  予算額 

15,000 千円 


